
総合事業Ｑ＆Ａ
（緩和した基準によるサービス（サービスＡ）関係）

No. 分類 質問内容 回答

1 加算関係 サービスＡも介護職員処遇改善加算の該当にはなるのか。
習志野市では、サービスＡで算定できる加算は初回加算のみで、介護職
員処遇改善加算は算定できない。

2 基準関係

説明会の中で、従前相当サービスとサービスＡの併用の例
が挙げられていたが、例にあったように、従前相当サービ
スが半分、緩和した基準によるサービスが半分、という併
用しかできないのか。

説明会の中では、週に１回程度利用の場合、１月につき従前相当サービ
スを２回、サービスＡを２回という例を示したが、利用者の状態に応じて、
従前相当サービスを１回、サービスＡを３回などの併用も可能であり、上限
額の範囲内で組み合わせて利用できる。

3 基準関係
通所介護・従前相当サービスの定員にサービスＡの利用者
の人数も含めるのか。

面積については、同一空間でサービスを提供する場合には、サービスＡの
利用者も含めた人数で、（定員）×３㎡以上という基準を満たす必要があ
る。人員配置については、通所介護と従前相当サービスでは同等の基準
となっているが、サービスＡでは基準が緩和されているので、それぞれ分
けて考える必要がある。地域密着型通所介護についても同様の考え方と
なる。

4 基準関係
現在、デイサービスの提供場所として登録していない場所
をサービスＡの提供場所とすることは出来るか。

サービスＡの指定を受ける際に、サービスＡの提供場所として登録すれば
可能である。

5 基準関係
常勤の考え方について教えてほしい。例えば、１週間のうち
１日だけサービスＡを提供する場合の常勤の考え方はどう
なるか。

サービスが一体的に提供される事業所において常勤である職員について
はサービスＡにおいても常勤であるとみなす。例えば、１週間のうち１日だ
けサービスＡを提供する事業所において、サービスＡを提供する１日につ
いてはサービスＡに従事し、それ以外の日は当該事業所の別事業（訪問
介護・通所介護や従前相当サービス）に従事する常勤職員は、サービスＡ
においても常勤職員という扱いになる。

6 基準関係 サービス提供時間はどれくらいか。

訪問介護・通所介護や従前相当サービスより短い時間を想定しているが、
特段の定めはない。例えば通所型サービスの場合、午前中のみ、午後の
みなど３時間程度のサービスで、原則として食事や入浴はなしと考えてい
る。ただし、事業所独自のサービスとして食事等を提供することを妨げるも
のではなく、食事等を提供した場合には、実費相当を利用者から徴収する
ことが出来るものとする。

7 基準関係
運動機能向上ミニデイ型サービスと介護予防ミニデイ型
サービスの違いは何か。どちらのサービスになるかは市が
決めるのか。

運動機能向上ミニデイ型サービスと介護予防ミニデイ型サービスの最も大
きな違いは、機能訓練指導員の配置の有無である。運動機能向上ミニデ
イ型サービスでは機能訓練指導員が必置だが、介護予防ミニデイ型サー
ビスでは必須ではない。
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8
ケアマネジ
メント関係

介護予防ケアマネジメントも、緩和した基準によるサービス
の利用者については緩和したケアマネジメントになるのか。

現時点では、緩和した基準によるサービスのみを利用する利用者につい
ても、従前の介護予防支援相当の介護予防ケアマネジメントＡが適用され
る。

9 その他

必ずサービスＡに切り替えなければならないという市町村も
あるが、習志野市でも９月以降、あるいは利用者の認定更
新のタイミング等でサービスＡに切り替えなければならない
のか。

市認定ヘルパー等、サービスＡのための担い手をすぐには十分に創出で
きないと想定されることなどから、習志野市においては必ずしもサービスＡ
に切り替えなくてもよいこととする。ただし、国の方針として、多様なサービ
スに移行していくこととしていることから、習志野市においても、利用者の
状態に応じて従前相当サービスからサービスＡに移行していくことが望まし
い。
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